
平成 29 年 6 月 9 日 

『 障がい者虐待対応 』  

宮城福祉オンブズネット「エール」 副理事長・スーパーバイザー 

小 湊 純 一。（社会福祉士／介護支援専門員）

～障がい者虐待とは～ 

 近年，障がい者の虐待について関心が高まっていますが，問題は十分に理解されていると

は言えません。また，多様な状態を包括する定義は，障がい者の「障害者虐待の防止、障害

者の養護者に対する支援等に関する法律」により明文化され，市町村の責任が明確にされま

したがすべてを包括するものではありません。 

 障がい者の虐待には遂行（虐待）または放置（無視）があり，故意に苦痛を与えようとし

た場合と，養護者あるいは虐待者の不十分な知識，燃え尽き，怠惰から無意識に苦痛を与え

てしまう場合とがあります。 

 虐待防止法には明記されていない自己放棄「セルフネグレクト」は，他の虐待類型より解

決が困難で支援の時間も労力も非常に多く必要とすることが知られています。 

１ 権利侵害の背景 

（１）障がい等により自分の権利を自分で守れない。

（２）世話をする側とされる側の上下関係がある。

（３）生活支援の場が密室になる。

（４）知的，精神，認知等の障がいの理解が不足している場合がある。

（５）権利擁護・人権感覚の理解が不足している場合がある。

（６）自分で情報を集めて選び判断することが難しい。

（７）人には「相性」がある。

（８）後見のシステムがまだ一般化していない。

２ なぜ障がい者虐待？ 

（１）障がい者の身体，認知，知的，精神等の障害

（２）障がい者が虐待者へ依存（介護，生活援助など）

（３）虐待者が障がい者へ依存（特に経済的に依存）

（４）虐待者の精神的障害（薬物乱用や精神疾患の既往など）

（５）家族の社会的孤立
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３ 障がい者虐待を把握する

（１）家族や現在介護をしてもらっている者に対して恐れをいだいている

（２）説明がつかない怪我，骨折，火傷がある。

（３）放置，暴力等の虐待を受けている。

（４）身体抑制を受けている。

（５）財産が搾取されている。

４ 障がい者・障がい者虐待とは 

（１）身体的虐待

（２）介護放棄（ネグレクト）

（３）心理的虐待

（４）性的虐待

（５）経済的虐待

※ 消費者被害

※ 自己放棄！（セルフネグレクト）

５ 通報と緊急性の判断 

  緊急性があると判断した場合は，直ちに保護を行う必要があります。

  生命の危険性，医療の必要性，加害者との分離の必要性，虐待の程度と障がい者の健康

状態，介護者の心身の状態等から総合的に判断します。

『緊急性の判断』 

① 本人が保護救済を強く求めている。

② 生命に危険な状態。（重度の火傷や外傷・褥そう，栄養失調，衰弱，脱水症状，肺炎

等）→ 医師に判断を依頼することが有効

③ 生命に危険な行為が行われている。（頭部打撃，顔面打撃，首締め・揺さぶり，戸外

放置，溺れさせる等）

④ 確認できないが，上記に該当する可能性が高い。
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～虐待を見つけたらどうする？～ 

（迷わず市町村に通報します。） 

第七条 養護者による障害者虐待（十八歳未満の障害者について行われるものを除く。以下 

この章において同じ。）を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市 

町村に通報しなければならない。  

（虐待を発見したら，「個人情報保護法が…」とか言ってる場合ではありません。） 

２ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による 

通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。 

（誰が通報したのか分からないようにして対応してくれます。） 

第八条 市町村が前条第一項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を受けた場 

合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であ

って当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 

～通報したら市町村はどうしてくれる？～ 

（まず，行って見て判断し，急いで対応してくれます。） 

第九条 市町村は、第七条第一項の規定による通報又は障害者からの養護者による障害者 

虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該障害者の安全の確認その他当該 

通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、当該市町村と連携協力 

する者とその対応について協議を行うものとする。  

２ 市町村は、第七条第一項の規定による通報又は前項に規定する届出があった場合には、 

当該通報又は届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止及び当該障害者 

の保護が図られるよう、養護者による障害者虐待により生命又は身体に重大な危険が生 

じているおそれがあると認められる障害者を一時的に保護するため迅速に当該市町村の 

設置する障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 

法律で定める施設（以下「障害者支援施設等」という。）に入所させる等、適切に、身体 

障害者福祉法，知的障害者福祉法の規定による措置を講ずるものとする。この場合におい  

て、当該障害者が身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者及び知的障害者福祉法 

にいう知的障害者以外の障害者であるときは、当該障害者を身体障害者又は知的障害者 

とみなして、身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法の規定を適用する。  

３ 市町村長は、第七条第一項の規定による通報又は第一項に規定する届出があった場合 

には、当該通報又は届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止並びに当 

該障害者の保護及び自立の支援が図られるよう、適切に、精神保健及び精神障害者福祉に 

関する法律又は知的障害者福祉法の規定により審判の請求をするものとする。 
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（安全な部屋を確保してくれます。） 

第十条市町村は、養護者による障害者虐待を受けた障害者について前条第二項の措置を採 

るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。 

（立入調査をしてくれます。） 

第十一条市町村長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険 

が生じているおそれがあると認めるときは、障害者の福祉に関する事務に従事する職員 

をして、当該障害者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができ 

る。  

（面会を制限してくれます。） 

第十三条 養護者による障害者虐待を受けた障害者について第九条第二項の措置が採られ 

た場合においては、市町村長又は当該措置に係る障害者支援施設等若しくはのぞみの園 

の長若しくは当該措置に係る身体障害者福祉法第十八条第二項に規定する指定医療機関 

の管理者は、養護者による障害者虐待の防止及び当該障害者の保護の観点から、当該養護 

者による障害者虐待を行った養護者について当該障害者との面会を制限することができ 

る。 

（虐待の原因となった介護の負担を軽くしてくれます。） 

第十四条 市町村は、第三十二条第二項第二号に規定するもののほか、養護者の負担の軽減 

 のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。  

２ 市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図 

るため緊急の必要があると認める場合に障害者が短期間養護を受けるために必要となる 

居室を確保するための措置を講ずるものとする。  

（必要に応じて成年後見制度につなげてくれます。） 

第四十四条 国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止並びに障害者虐待を受けた障害者 

の保護及び自立の支援並びに財産上の不当取引による障害者の被害の防止及び救済を図 

るため、成年後見制度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減 

のための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければ 

ならない。  
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～施設での虐待を見つけたらどうする？～

（迷わず市町村に通報します。） 

第十六条 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見し 

た者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 

（虐待を発見したら，「個人情報保護法が…」とか言ってる場合ではありません。） 

３ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定によ 

る通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを 

妨げるものと解釈してはならない。  

（誰が通報したのか分からないようにして対応してくれます。） 

第十八条 市町村が第十六条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を 

受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た 

事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。都道 

府県が前条の規定による報告を受けた場合における当該報告を受けた都道府県の職員に 

ついても、同様とする。  

第十六条第４項 障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由 

として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。 

～通報したら市町村や県はどうしてくれる？～ 

（県に報告し，該当する福祉法の権限を持って対応してくれます。） 

第十七条 市町村は、前条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受 

けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る障害者福祉施 

設従事者等による障害者虐待に関する事項を、当該障害者福祉施設従事者等による障害 

者虐待に係る障害者福祉施設又は当該障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る 

障害福祉サービス事業等の事業所の所在地の都道府県に報告しなければならない。  

第十九条 市町村が第十六条第一項の規定による通報若しくは同条第二項の規定による届 

出を受け、又は都道府県が第十七条の規定による報告を受けたときは、市町村長又は都道 

府県知事は、障害者福祉施設の業務又は障害福祉サービス事業等の適正な運営を確保す 

ることにより、当該通報又は届出に係る障害者に対する障害者福祉施設従事者等による 

障害者虐待の防止並びに当該障害者の保護及び自立の支援を図るため、社会福祉法、障 

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他関係法律の規定によ 

る権限を適切に行使するものとする。 
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宮城福祉オンブズネット「エール」の活動理念 

  
 
 
 施設・在宅に関わらず、宮城県内の高齢者・障がい児者の不利益を排除し、事件・事故の

原因を究明し、幸せな生活を送ることができるように応援します。 
 
 宮城県内の高齢者・障がい児者を支える家族や職員の権利を守り、応援します。 
 
 
 

「エール」の相談受付対象者は、 

宮城県内の高齢者、障がい児者、及びその家族・職員です。 

 
 
 

活動方針 

 
１ 対象者の権利侵害について、電話で相談を受け付けます。対象者の権利侵害については、 

面接・調査・介入・法的手段での対応を含めて解決します。  （問題解決機能）  

 
２ 事件・事故を防止するだけでなく、より良い福祉サービスを目指します。福祉サービス 
倫理と、事業者及び職員の行動規範を確立し公表します。この倫理と規範を「コンプライ 
アンスルール」といいます。福祉コンプライアンスルール策定を支援し、権利侵害の予防、 
早期発見、問題解決及び、良質の福祉サービスを提案します。 （権利侵害予防機能）  

 
３ 福祉行政や公的相談機関が機能しない場合に指摘し、解決の提案をします。 
                              （オンブズマン機能）  

 

４ 問題解決のためのネットワークをもち、相談に応じて連携して解決します。 
                              （ネットワーク機能）  
  
  
 
 
 
 
 
 

参 考 
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宮城福祉オンブズネット「エール」の行動規範 

高齢者・障がい児者の権利を守るため、以下の行動規範を定めます。

キーワード ①目的の正当性 ②手段の相当性 ③適正な手続き

１ 役割・立場をわきまえて行動します

２ 正当な目的を持って行動します

３ 法令を遵守して行動します

４ 手続きのルールに基づいて行動します

５ 客観性と判断の根拠を持って行動します

６ リスクとその対応策を持って行動します

７ 自己のモニタリングと評価の仕組みを持って行動します

その他

緊急介入の定義 

 緊急介入とは、緊急性が非常に高いため、「エール」の行動規範の手続きを満たさ

ないで介入せざるを得ない場合をいう。

① 生命が奪われる恐れがある時

② 身体が傷つけられている、もしくは傷つけられる恐れがある時

③ 名誉・プライバシーが侵害されている、もしくは侵害される恐れがある時

④ 自由が奪われている時・もしくは奪われる恐れのある時

⑤ 財産が奪われている時・もしくは奪われる恐れのある時

相談者との契約 

 「エール」は、相談者からの依頼があったことを明らかにした上で行動します。

2017.06.09. 文責：小湊 純一。
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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 

平成２４年１０月１日 

第一章 総則  

（目的） 

第一条 この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自 

立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等 

に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待 

の防止等に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援 

のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による障害者 

虐待の防止に資する支援（以下「養護者に対する支援」という。）のための措置等を定め 

ることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって 

障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。  

（定義） 

第二条 この法律において「障害者」とは、障害者基本法第二条第一号に規定する障害者 

をいう。 

２ この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事 

者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。  

３ この法律において「養護者」とは、障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従 

事者等及び使用者以外のものをいう。  

４ この法律において「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を 

総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設（以下「障害者支 

援施設」という。）若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十 

一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置す 

る施設（以下「障害者福祉施設」という。）又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的 

に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業、同条第十六項に 

規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同条第二十四項に規定する移動 

支援事業、同条第二十五項に規定する地域活動支援センターを経営する事業若しくは同 

条第二十六項に規定する福祉ホームを経営する事業その他厚生労働省令で定める事業 

（以下「障害福祉サービス事業等」という。）に係る業務に従事する者をいう。  

５ この法律において「使用者」とは、障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その 

他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者をいう。  

６ この法律において「養護者による障害者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をい 

う。  

一 養護者がその養護する障害者について行う次に掲げる行為  

イ 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な

理由なく障害者の身体を拘束すること。 

ロ 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせるこ

と。 

ハ 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理
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 的外傷を与える言動を行うこと。 

ニ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人に

よるイからハまでに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 

二 養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害 

  者から不当に財産上の利益を得ること。  

７ この法律において「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」とは、障害者福祉施設 

従事者等が、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用する障害者 

又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者について行う次 

のいずれかに該当する行為をいう。  

一 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理 

  由なく障害者の身体を拘束すること。  

二 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。  

三 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障 

  害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。  

四 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該障害者福祉施設に入 

  所し、その他当該障害者福祉施設を利用する他の障害者又は当該障害福祉サービス事 

  業等に係るサービスの提供を受ける他の障害者による前三号に掲げる行為と同様の行 

  為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。  

五 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得るこ 

  と。  

８ この法律において「使用者による障害者虐待」とは、使用者が当該事業所に使用される 

障害者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。 

一 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理 

由なく障害者の身体を拘束すること。  

二 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。  

三 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障 

  者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。  

四 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に使用される 

  他の労働者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為 

  を行うこと。  

五 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得るこ 

  と。  

（障害者に対する虐待の禁止） 

第三条 何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。 

（国及び地方公共団体の責務等） 

第四条 国及び地方公共団体は、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防 

止、障害者虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援並びに適切な養護 

者に対する支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の 
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 強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなければならない。  

２ 国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立 

の支援並びに養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの 

職務に携わる専門的知識及び技術を有する人材その他必要な人材の確保及び資質の向上 

を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立 

の支援並びに養護者に対する支援に資するため、障害者虐待に係る通報義務、人権侵犯事 

件に係る救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。  

（国民の責務） 

第五条 国民は、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深める 

とともに、国又は地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止、養護者に対する支援等のため 

の施策に協力するよう努めなければならない。  

（障害者虐待の早期発見等） 

第六条 国及び地方公共団体の障害者の福祉に関する事務を所掌する部局その他の関係機 

関は、障害者虐待を発見しやすい立場にあることに鑑み、相互に緊密な連携を図りつつ、 

 障害者虐待の早期発見に努めなければならない。  

２ 障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に業務上関係のある団体 

並びに障害者福祉施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健師、弁護士その他 

障害者の福祉に職務上関係のある者及び使用者は、障害者虐待を発見しやすい立場にあ 

ることを自覚し、障害者虐待の早期発見に努めなければならない。  

３ 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止のための啓発活 

動並びに障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援のための施策に協力するよう 

努めなければならない。  

第二章 養護者による障害者虐待の防止、養護者に対する支援等 

（養護者による障害者虐待に係る通報等） 

第七条 養護者による障害者虐待（十八歳未満の障害者について行われるものを除く。以下 

この章において同じ。）を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市 

 町村に通報しなければならない。  

２ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による 

通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。 

第八条 市町村が前条第一項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を受けた場 

 合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であ

って当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。  

（通報等を受けた場合の措置） 

第九条 市町村は、第七条第一項の規定による通報又は障害者からの養護者による障害者 
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虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該障害者の安全の確認その他当該 

通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第三十五条の規定によ 

り当該市町村と連携協力する者（以下「市町村障害者虐待対応協力者」という。）とその 

対応について協議を行うものとする。  

２ 市町村は、第七条第一項の規定による通報又は前項に規定する届出があった場合には、 

当該通報又は届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止及び当該障害者 

の保護が図られるよう、養護者による障害者虐待により生命又は身体に重大な危険が生 

じているおそれがあると認められる障害者を一時的に保護するため迅速に当該市町村の 

設置する障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 

法律第五条第六項の厚生労働省令で定める施設（以下「障害者支援施設等」という。）に 

入所させる等、適切に、身体障害者福祉法第十八条第一項若しくは第二項又は知的障害 

者福祉法第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定による措置を講ずるものと 

する。この場合において、当該障害者が身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者

（以下「身体障害者」という。）及び知的障害者福祉法にいう知的障害者（以下「知的障害 

者」という。）以外の障害者であるときは、当該障害者を身体障害者又は知的障害者とみ 

なして、身体障害者福祉法第十八条第一項若しくは第二項又は知的障害者福祉法第十五 

条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定を適用する。  

３ 市町村長は、第七条第一項の規定による通報又は第一項に規定する届出があった場合 

には、当該通報又は届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止並びに当 

該障害者の保護及び自立の支援が図られるよう、適切に、精神保健及び精神障害者福祉に 

関する法律第五十一条の十一の二又は知的障害者福祉法第二十八条の規定により審判の 

請求をするものとする。 

（居室の確保） 

第十条市町村は、養護者による障害者虐待を受けた障害者について前条第二項の措置を採 

るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。 

（立入調査） 

第十一条市町村長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険 

が生じているおそれがあると認めるときは、障害者の福祉に関する事務に従事する職員 

をして、当該障害者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができ 

る。  

２ 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身 

 分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認めら 

 れたものと解釈してはならない。  

（警察署長に対する援助要請等） 

第十二条 市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとす 

る場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該障害者の住 

所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。  
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２ 市町村長は、障害者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ 

 適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。  

３ 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、障害者の生命又は 

身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務 

の執行を援助するために必要な警察官職務執行法その他の法令の定めるところによる措 

置を講じさせるよう努めなければならない。  

（面会の制限） 

第十三条 養護者による障害者虐待を受けた障害者について第九条第二項の措置が採られ 

た場合においては、市町村長又は当該措置に係る障害者支援施設等若しくはのぞみの園 

の長若しくは当該措置に係る身体障害者福祉法第十八条第二項に規定する指定医療機関 

の管理者は、養護者による障害者虐待の防止及び当該障害者の保護の観点から、当該養護 

者による障害者虐待を行った養護者について当該障害者との面会を制限することができ 

る。 

（養護者の支援） 

第十四条 市町村は、第三十二条第二項第二号に規定するもののほか、養護者の負担の軽減 

 のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。  

２ 市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図 

るため緊急の必要があると認める場合に障害者が短期間養護を受けるために必要となる 

居室を確保するための措置を講ずるものとする。  

第三章 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等 

（障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等のための措置） 

第十五条 障害者福祉施設の設置者又は障害福祉サービス事業等を行う者は、障害者福祉 

施設従事者等の研修の実施、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を 

利用し、又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者及びそ 

の家族からの苦情の処理の体制の整備その他の障害者福祉施設従事者等による障害者虐 

待の防止等のための措置を講ずるものとする。  

（障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等） 

第十六条 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見し 

 た者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。  

２ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け 

 出ることができる。  

３ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定によ 

る通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを 

 妨げるものと解釈してはならない。  

４ 障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇そ 
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の他不利益な取扱いを受けない。 

第十七条 市町村は、前条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受 

けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る障害者福祉施 

設従事者等による障害者虐待に関する事項を、当該障害者福祉施設従事者等による障害 

者虐待に係る障害者福祉施設又は当該障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る 

障害福祉サービス事業等の事業所の所在地の都道府県に報告しなければならない。  

第十八条 市町村が第十六条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を 

受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た 

事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。都道 

府県が前条の規定による報告を受けた場合における当該報告を受けた都道府県の職員に 

ついても、同様とする。  

（通報等を受けた場合の措置） 

第十九条 市町村が第十六条第一項の規定による通報若しくは同条第二項の規定による届 

出を受け、又は都道府県が第十七条の規定による報告を受けたときは、市町村長又は都道 

府県知事は、障害者福祉施設の業務又は障害福祉サービス事業等の適正な運営を確保す 

ることにより、当該通報又は届出に係る障害者に対する障害者福祉施設従事者等による 

障害者虐待の防止並びに当該障害者の保護及び自立の支援を図るため、社会福祉法、障 

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他関係法律の規定によ 

る権限を適切に行使するものとする。 

（公表） 

第二十条 都道府県知事は、毎年度、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況、障 

害者福祉施設従事者等による障害者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令 

定める事項を公表するものとする。  

第四章 使用者による障害者虐待の防止等 

（使用者による障害者虐待の防止等のための措置） 

第二十一条 障害者を雇用する事業主は、労働者の研修の実施、当該事業所に使用される障 

害者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の使用者による障害者虐待の防 

止等のための措置を講ずるものとする。  

（使用者による障害者虐待に係る通報等） 

第二十二条 使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やか 

 に、これを市町村又は都道府県に通報しなければならない。  

２ 使用者による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村又は都道府県に届け出る 

 ことができる。  

３ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定によ 

る通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを 
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 妨げるものと解釈してはならない。  

４ 労働者は、第一項の規定による通報又は第二項の規定による届出（虚偽であるもの及び 

過失によるものを除く。）をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けな 

い。  

第二十三条 市町村は、前条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を 

受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る使用者によ 

る障害者虐待に関する事項を、当該使用者による障害者虐待に係る事業所の所在地の都 

道府県に通知しなければならない。  

第二十四条 都道府県は、第二十二条第一項の規定による通報、同条第二項の規定による届 

出又は前条の規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該 

通報、届出又は通知に係る使用者による障害者虐待に関する事項を、当該使用者による障 

害者虐待に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に報告しなければならない。  

第二十五条 市町村又は都道府県が第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項の 

規定による届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村又は都道府 

県の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させる 

ものを漏らしてはならない。都道府県が第二十三条の規定による通知を受けた場合にお 

ける当該通知を受けた都道府県の職員及び都道府県労働局が前条の規定による報告を受 

けた場合における当該報告を受けた都道府県労働局の職員についても、同様とする。  

（報告を受けた場合の措置） 

第二十六条 都道府県労働局が第二十四条の規定による報告を受けたときは、都道府県労 

働局長又は労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長は、事業所における障害者の適 

正な労働条件及び雇用管理を確保することにより、当該報告に係る障害者に対する使用 

者による障害者虐待の防止並びに当該障害者の保護及び自立の支援を図るため、当該報 

告に係る都道府県との連携を図りつつ、労働基準法、障害者の雇用の促進等に関する法律、 

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律その他関係法律の規定による権限を適切に 

行使するものとする。  

（船員に関する特例） 

第二十七条 船員法の適用を受ける船員である障害者について行われる使用者による障害 

者虐待に係る前三条の規定の適用については、第二十四条中「厚生労働省令」とあるのは 

「国土交通省令又は厚生労働省令」と、「当該使用者による障害者虐待に係る事業所の所 

在地を管轄する都道府県労働局」とあるのは「地方運輸局その他の関係行政機関」と、第 

二十五条中「都道府県労働局」とあるのは「地方運輸局その他の関係行政機関」と、前条 

中「都道府県労働局が」とあるのは「地方運輸局その他の関係行政機関が」と、「都道府 

県労働局長又は労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局そ 

の他の関係行政機関の長」と、「労働基準法」とあるのは「船員法」とする。  

（公表） 

第二十八条 厚生労働大臣は、毎年度、使用者による障害者虐待の状況、使用者による障害 
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者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとす 

る。  

第五章 就学する障害者等に対する虐待の防止等 

（就学する障害者に対する虐待の防止等） 

第二十九条 学校の長は、教職員、児童、生徒、学生その他の関係者に対する障害及び障害 

者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、就学する障害者に対する虐待 

に関する相談に係る体制の整備、就学する障害者に対する虐待に対処するための措置そ 

の他の当該学校に就学する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるもの 

とする。  

（保育所等に通う障害者に対する虐待の防止等） 

第三十条 保育所等の長は、保育所等の職員その他の関係者に対する障害及び障害者に関 

する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、保育所等に通う障害者に対する虐待 

に関する相談に係る体制の整備、保育所等に通う障害者に対する虐待に対処するための 

措置その他の当該保育所等に通う障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ず 

るものとする。  

（医療機関を利用する障害者に対する虐待の防止等） 

第三十一条 医療機関の管理者は、医療機関の職員その他の関係者に対する障害及び障害 

者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、医療機関を利用する障害者に 

対する虐待に関する相談に係る体制の整備、医療機関を利用する障害者に対する虐待に 

対処するための措置その他の当該医療機関を利用する障害者に対する虐待を防止するた 

め必要な措置を講ずるものとする。  

第六章 市町村障害者虐待防止センター及び都道府県障害者権利擁護センター 

（市町村障害者虐待防止センター） 

第三十二条 市町村は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該市町村が設置 

する施設において、当該部局又は施設が市町村障害者虐待防止センターとしての機能を 

 果たすようにするものとする。  

２ 市町村障害者虐待防止センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 第七条第一項、第十六条第一項若しくは第二十二条第一項の規定による通報又は第 

  九条第一項に規定する届出若しくは第十六条第二項若しくは第二十二条第二項の規定 

  による届出を受理すること。  

二 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護 

  のため、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。 

三 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこ 

  と。 
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（市町村障害者虐待防止センターの業務の委託） 

第三十三条 市町村は、市町村障害者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、前条 

 第二項各号に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。  

２ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であ 

った者は、正当な理由なしに、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしては 

 ならない。  

３ 第一項の規定により第七条第一項、第十六条第一項若しくは第二十二条第一項の規定 

による通報又は第九条第一項に規定する届出若しくは第十六条第二項若しくは第二十二 

条第二項の規定による届出の受理に関する業務の委託を受けた者が第七条第一項、第十 

六条第一項若しくは第二十二条第一項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届 

出若しくは第十六条第二項若しくは第二十二条第二項の規定による届出を受けた場合に 

は、当該通報若しくは届出を受けた者又はその役員若しくは職員は、その職務上知り得た 

事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。  

（市町村等における専門的に従事する職員の確保） 

第三十四条 市町村及び前条第一項の規定による委託を受けた者は、障害者虐待の防止、 

障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実 

施するために、障害者の福祉又は権利の擁護に関し専門的知識又は経験を有し、かつ、こ 

れらの事務に専門的に従事する職員を確保するよう努めなければならない。  

（市町村における連携協力体制の整備） 

第三十五条 市町村は、養護者による障害者虐待の防止、養護者による障害者虐待を受けた 

障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、社会福 

祉法に定める福祉に関する事務所（以下「福祉事務所」という。）その他関係機関、民間 

団体等との連携協力体制を整備しなければならない。この場合において、養護者による障 

害者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮しなければならない。  

（都道府県障害者権利擁護センター） 

第三十六条 都道府県は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県が 

設置する施設において、当該部局又は施設が都道府県障害者権利擁護センターとしての 

 機能を果たすようにするものとする。  

２ 都道府県障害者権利擁護センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受理するこ 

  と。  

二 この法律の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市 

  町村に対する情報の提供、助言その他必要な援助を行うこと。  

三 障害者虐待を受けた障害者に関する各般の問題及び養護者に対する支援に関し、相 

  談に応ずること又は相談を行う機関を紹介すること。  

四 障害者虐待を受けた障害者の支援及び養護者に対する支援のため、情報の提供、助言、 

16



  関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。  

五 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する情報を収集し、分析し、及び提供 

  すること。  

六 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこ 

  と。  

七 その他障害者に対する虐待の防止等のために必要な支援を行うこと。 

（都道府県障害者権利擁護センターの業務の委託） 

第三十七条  都道府県は、第三十九条の規定により当該都道府県と連携協力する者（以下 

「都道府県障害者虐待対応協力者」という。）のうち適当と認められるものに、前条第二 

項第一号又は第三号から第七号までに掲げる業務の全部又は一部を委託することができ 

る。  

２ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であ 

った者は、正当な理由なしに、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしては 

 ならない。  

３ 第一項の規定により第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項に規定する届 

出の受理に関する業務の委託を受けた者が同条第一項の規定による通報又は同条第二項 

に規定する届出を受けた場合には、当該通報若しくは届出を受けた者又はその役員若し  

くは職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させる 

ものを漏らしてはならない。 

（都道府県等における専門的に従事する職員の確保） 

第三十八条 都道府県及び前条第一項の規定による委託を受けた者は、障害者虐待の防止、 

障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実 

施するために、障害者の福祉又は権利の擁護に関し専門的知識又は経験を有し、かつ、こ 

れらの事務に専門的に従事する職員を確保するよう努めなければならない。  

（都道府県における連携協力体制の整備） 

第三十九条 都道府県は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の 

支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、福祉事務所その他関係機関、民間 

団体等との連携協力体制を整備しなければならない。  

第七章 雑則 

（周知） 

第四十条 市町村又は都道府県は、市町村障害者虐待防止センター又は都道府県障害者権 

利擁護センターとしての機能を果たす部局又は施設及び市町村障害者虐待対応協力者又 

は都道府県障害者虐待対応協力者の名称を明示すること等により、当該部局又は施設及 

び市町村障害者虐待対応協力者又は都道府県障害者虐待対応協力者を周知させなければ 

ならない。  
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（障害者虐待を受けた障害者の自立の支援） 

第四十一条 国及び地方公共団体は、障害者虐待を受けた障害者が地域において自立した 

生活を円滑に営むことができるよう、居住の場所の確保、就業の支援その他の必要な施策 

を講ずるものとする。  

（調査研究） 

第四十二条 国及び地方公共団体は、障害者虐待を受けた障害者がその心身に著しく重大 

な被害を受けた事例の分析を行うとともに、障害者虐待の予防及び早期発見のための方 

策、障害者虐待があった場合の適切な対応方法、養護者に対する支援の在り方その他障害 

者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する 

支援のために必要な事項についての調査及び研究を行うものとする。  

（財産上の不当取引による被害の防止等） 

第四十三条 市町村は、養護者、障害者の親族、障害者福祉施設従事者等及び使用者以外の 

者が不当に財産上の利益を得る目的で障害者と行う取引（以下「財産上の不当取引」とい 

う。）による障害者の被害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当 

する部局その他の関係機関を紹介し、又は市町村障害者虐待対応協力者に、財産上の不当 

取引による障害者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとす 

る。  

２ 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある障害者について、 

適切に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十一の二又は知的障害 

者福祉法第二十八条の規定により審判の請求をするものとする。  

（成年後見制度の利用促進） 

第四十四条 国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止並びに障害者虐待を受けた障害者 

の保護及び自立の支援並びに財産上の不当取引による障害者の被害の防止及び救済を図 

るため、成年後見制度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減 

のための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければ 

ならない。  

第八章 罰則 

第四十五条 第三十三条第二項又は第三十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の 

 懲役又は百万円以下の罰金に処する。  

第四十六条 正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若し 

くは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、 

若しくは障害者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金 

に処する。  

2014.11.06. 文責：小湊 純一。
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事 務 連 絡 

平成２４年１１月２１日 

  都道府県 

各 指定都市 障害福祉主管課 御中 

  中 核 市 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部  

障害福祉課地域移行・障害児支援室  

障害者虐待防止法に関するＱ＆Ａについて 

障害者施策の推進につきましては、平素から格別の御尽力を賜り厚く御礼申し上

げます。  

「障害者虐待防止法に関するＱ＆Ａ」を送付いたしますので、各自治体におかれ

ましては、御了知の上、管内市（区）町村、関係機関等への周知方よろしくお願い

いたします。  

【照会先窓口】  

社会・援護局障害保健福祉部  

障害福祉課地域移行・障害児支援室相談支援係  

TEL:03-5253-1111（内線：3149） 

※「使用者による障害者虐待」の部分については、

以下の窓口

大臣官房地方課労働紛争処理業務室  

TEL:03-5253-1111（内線：7738） 
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障害者虐待防止法に関するＱ＆Ａ 

【総論】 

（障害者の定義） 

問１ 障害者虐待防止法における「障害者」とは、障害者基本法第２条第１号

に規定する「障害者」と定義されているが、障害者基本法における「その

他の心身の機能の障害」とは、どのような障害が対象となるのか。 

（答） 

○ 障害者基本法の定義では、難病等に起因する障害など、必ずしもそのまま

身体障害、精神障害、知的障害のいずれかの類型に当てはまらないものにつ

いても、「その他の心身の機能の障害」として含まれるものと整理されている。 

○ これらに該当するか否かについて、いずれの手帳も取得していない場合に

は、当事者や家族などからの聞き取りに基づき、例えば、自立支援医療や特

定疾患医療の受給者証や診断を受けた根拠となるものの確認、診断を受けた

医師に本人から問い合わせを行っていただくなどの確認方法が考えられる。 

（虐待防止ネットワーク） 

問２ 障害者虐待の防止や早期の発見等のための虐待防止ネットワークは、児

童虐待や高齢者虐待の防止のための既存のネットワークと一体的に構築す

ることは可能か。 

（答） 

○ 一体的に構築することは可能であるが、障害者虐待の防止に係る固有のメ

ンバー（障害福祉サービス事業者や相談支援事業者、使用者虐待に対応する

関係機関など）に新たに参加してもらうことに留意する必要がある。 

○ また、既存のネットワークのうち、要保護児童対策地域協議会については、

児童福祉法上、構成メンバー等に守秘義務、構成する関係機関に公示義務等

が課されており、障害者虐待への対応体制と一体的に構築する場合は、すべ

てのメンバーに当該義務等が課されることになるので、十分留意するととも

に、要保護児童対策地域協議会の本来の機能が損なわれないように配慮され

たい。 
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（通報・届出） 

問３ 養護者又は障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の通報先は市町村

となっているが、通報者から都道府県へ通報があり、加えて、市町村への

通報を拒むようなケースでは、どのような対応が必要か。 

（答） 

○ 通報者が市町村への通報を拒否する場合においても、障害者が虐待を受け

たと思われる場合には、都道府県は、その旨を通報者に伝えた上で、市町村

へ通報することとなる。 

（市町村障害者虐待防止センター） 

問４ 「市町村障害者虐待防止センター」という名称は、必ずこのようにつけ

なくてはならないか。 

（答） 

○ 法律上、この名称を使うことは明確に義務づけられてはいないが、障害者

や地域住民からみて、法に基づく虐待の相談・通報の窓口であることが明確

に分かるように、「○○市障害者虐待防止センター」という名称を掲げること

が望ましい。 

（市町村障害者虐待防止センター） 

問５ 市町村障害者虐待防止センターに委託できる業務に、通報等に対する安

全確認や事実確認は含まれるか。 

（答） 

○ 市町村障害者虐待防止センターの業務は障害者虐待防止法第32条に規定さ

れているとおりであり、通報等を受けた場合の安全確認や事実確認は含まれ

ていないため、それらの業務は市町村が自ら行う必要がある。 

（都道府県障害者権利擁護センター） 

問６ 障害者虐待防止法第 36 条第２項第２号において、都道府県障害者権利擁

護センターの業務として、「市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間

の連絡調整」とあるが、どのようなケースが想定されるのか。 

（答） 

○ 例えば、障害者福祉施設における虐待事案において、利用者全員を別の施

設に保護しなければならない場合に、市町村が受け入れ先を探す際、都道府
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県障害者権利擁護センターが相互間の連絡調整を行うことなどが考えられる。 

【養護者による障害者虐待】 

（市町村障害者虐待対応協力者） 

問７ 障害者虐待防止法第９条第１項において、「第 35 条の規定により当該市

町村と連携協力する者」とあるが、どのような者を想定しているのか。 

（答） 

○ 社会福祉法に基づく福祉事務所の他、障害者自立支援法に基づく基幹相談

支援センター等の相談を担当する機関や、平成 24 年 10 月にお示しした「市

町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応」23 頁の「虐待防止ネット

ワークの構築」に示している者や、同 44 頁の「個別ケース会議のメンバー構

成（例）」に示している者などを想定している。 

（通報等を受けた場合の措置） 

問８ 障害者虐待防止法第９条第２項において、「当該障害者を身体障害者又は

知的障害者とみなして」とあるが、 

①「みなして」とは、どのような行為や判断を経て行うべきか。

②「みなし」た後は、身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法のどちらの法

律を適用すべきか。 

（答） 

○ 障害者虐待防止法第９条第２項に基づく措置が必要と判断されれば、当該

障害者を身体障害者又は知的障害者とみなすこととなる。 

○ 「みなし」た場合には、身体障害者福祉法第 18 条第１項若しくは第２項又

は知的障害者福祉法第 15 条の４若しくは第 16 条第１項第２号の規定を講じ

た場合に、被虐待者に適切な施設やサービスの利用が可能となるかという観

点で適用する法律を選択することとなる。 
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（立入調査） 

問９ 立入調査に際して、障害者の福祉に関する事務に従事する職員が携帯す

る身分を示す証明書は、当該職員の職員証で代用することは可能か。 

（答） 

○ 立入調査を行う職員が携帯する身分証明書は、「立入調査を行う職員である

ことの証明書」であることが求められることから、市町村(長)においては、

当該職員に対して、適切な身分証明書を作成・交付し携帯させる必要がある。 

○ なお、立入調査に係る身分証明書の参考例は、「市町村・都道府県における

障害者虐待の防止と対応」57 頁を参照されたい。 

（立入調査） 

問 10 障害者虐待防止法第 12 条第１項では、「必要があると認めるときは」警

察署長に対し援助を求めることができるとあるが、具体的にどのようなケ

ースを想定しているのか。 

（答） 

○ 立入調査を行う際に養護者から物理的な抵抗を受けるおそれがあるなど、

市町村職員だけでは職務遂行をすることが困難な場合を想定している。 

○ なお、警察署長の行う援助とは、市町村長による職務執行が円滑に実施で

きるようにする目的で、警察が警察法や警察官職務執行法等の法律により与

えられている任務と権限に基づいて行う措置であり、警察に調査業務そのも

のの補助を求めることはできない。 

（やむを得ない事由による措置） 

問 11 身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に基づく市町村長による「やむ

を得ない事由」による措置は定員超過減算の対象外という理解でよいか。 

（答） 

○ 差し支えない。

なお、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施

行規則（平成 24 年厚生労働省令第 132 号）により、障害者自立支援法に基づ

く指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成

18 年厚生労働省令第 171 号）等を改正し、利用定員を超えた利用者の受入を

行うやむを得ない事情として「虐待」を明記している。 
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○ 詳細については、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び

基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に

伴う実施上の留意事項について（平成18年10月31日障発1031001号）の「（７）

定員超過に該当する場合の所定単位数の算定について」を参照されたい。 

（他法との兼ね合い） 

問 12 18 歳未満の障害児を虐待した保護者又は 65 歳以上の高齢の障害者に虐

待をした養護者に対して、児童虐待防止法、高齢者虐待防止法又は障害者

虐待防止法をどのように適用したらよいか。また、障害者が配偶者から暴

力を受けている場合、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

法律と、障害者虐待防止法をどのように適用したらよいか。 

（答） 

○ 障害者虐待防止法は児童虐待防止法及び高齢者虐待防止法との間で優先劣

後の関係にはないため、状況に応じて各法律の適切と思われる規定により対

応することになる。 

○ 例えば、障害児を虐待した保護者又は高齢の障害者に虐待を行った養護者

に対して相談、指導、助言等の支援を行う場合など、障害福祉サービスの利

用等が必要な場合には、障害者虐待防止法による支援を行うとともに、児童

虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号）又は高齢者虐待防止法

に基づく支援の対象にもなると考える。 

○ また、障害者虐待を受けた 65 歳以上の高齢者を保護する場合、障害者支援

施設が適当である場合は、障害者虐待防止法を適用する。 

○ 配偶者からの暴力については、配偶者からの防止及び被害者の保護に関す

る法律により対応することが適切な場合が多いと思われるが、被虐待者を保

護するのに障害者福祉施設等が適切な場合などは、障害者虐待防止法による

対応を併せて行うことが考えられる。 
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【参考～市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応(p7)～】 

障害者虐待における虐待防止法制の対象範囲 

○障害者虐待の発生場所における虐待防止法制を法別・年齢別整理

所在 

場所 

年齢 

在宅 

（養護者 

・保護者)

福祉施設 

企業 

学校 

病院 

保育所 

障害者自立支援

法 

介護保

険法等 
児童福祉法 

障害福

祉サー

ビス事

業所 

（入所系､

日中系､訪

問系､ＧＨ

等含む） 

相談支

援事業

所 

高齢者 

施設等 

（入所系､

通所系､訪

問系､居住

系等含む） 

障害児

通所支

援事業

所 

障害児 

入所施

設等 

（注１） 

障害児

相談支

援事業

所 

18 歳未

満 

児童虐待

防止法 

・被虐待

者支援

（都道府県） 

※ 

障害者虐

待防止法 

・適切な権

限行使

（都道府県

市町村） 

障害者虐

待防止法 

・適切な

権限行使

（都道府県

市町村）

－ 

障害者虐

待防止法 

（省令） 

・適切な

権限行使

（都道府県・

市町村） 

改正児童

福祉法 

・適切な

権限行使

（都道府県） 

障害者虐

待防止法 

（省令） 

・適切な
権限行使
（都道府県・

市町村） 

障害者虐

待防止法 

・適切な

権限行使

（都道府県

労働局）

障害者虐

待防止法 

・間接的

防止措置

（施設長）

18 歳以

上 65 歳

未満 

障害者虐

待防止法 

・被虐待

者

支援

（市町村）

－ 

（20歳まで） 

（注２） 

【20歳まで】 

－ 
－ －

【特定疾病

40歳以上】 

65 歳以

上 

障害者虐

待防止法 

高齢者虐

待防止法 

・被虐待

者支援

（市町村）

高齢者虐

待防止法 

・適切な

権限行使

（都道府県

市町村） 

－ － － 

※ 養護者への支援は、被虐待者が１８歳未満の場合でも必要に応じて障害者虐待防止法も適用

される。

なお、配偶者から暴力を受けている場合は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律の対象にもなる。

（注１）里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、 

児童自立支援施設 

（注２）放課後等デイサービスのみ 
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【障害者福祉施設従事者等による障害者虐待】 

（基準該当事業所） 

問 13 基準該当事業所で従事する職員は、障害者虐待防止法で規定される「障

害者福祉施設従事者等」に含まれるのか。 

（答） 

○ お見込みのとおり。

（やむを得ず身体拘束を行う場合の手続き） 

問 14 やむを得ず身体拘束を行う場合には、個別支援計画に盛り込むことが求

められているが、切迫性がある場合などは、どのように対応するべきか。 

（答） 

○ 身体拘束は、やむを得ない場合を除き身体的虐待とされており、また、や

むを得ない場合とは、切迫性・非代替性・一時性の３要件を満たす場合とさ

れている。 

○ この場合、組織による決定と個別支援計画への記載が求められる。また、

緊急性が高く、個別支援計画への記載が間に合わない場合においても、事後

に可及的速やかに個別支援計画に記載することが必要となる。 

（市町村から都道府県への報告） 

問 15 市町村による事実確認やケース会議の段階で都道府県が参画することは

可能か。また、参画した場合には、都道府県への報告の手続きを省略する

ことは可能か。 

（答） 

○ 都道府県が市町村の行う調査やケース会議に参加することは差し支えない。 

○ 都道府県への報告方法は、各都道府県・市町村間で決めるものであるが、

省令で定める報告事項を正確に報告するためにも、書面により報告すること

が望ましい。 

○ なお、書面による報告書の参考例は、「市町村・都道府県における障害者虐

待の防止と対応」を参照されたい。 
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（通報等を受けた場合の措置） 

問 16 障害者が入所している障害者支援施設の所在地の都道府県が、当該支給

決定を行った市町村にとって他県である場合など、遠隔地であった場合の

対応はどうなるか。 

（答） 

○ 同一都道府県である場合と同様に、支給決定を行った市町村と障害者支援

施設の所在地の都道府県が連携して対応することとなる。 

（公表） 

問 17 障害者自立支援法においては、事業所に対する権限の行使が指定都市・

中核市に移譲されているが、障害者虐待防止法第20条の公表規定について、

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待があった場合に指定都市・中核

市が採った措置については、どのような対応が必要となるのか。 

（答） 

○ 障害者虐待防止法では、障害者虐待の防止と虐待を受けた障害者の保護を

図るため、市町村長又は都道府県知事は、社会福祉法及び障害者自立支援法

に規定された権限を適切に行使し、対応を図ることが規定されているが、当

該事業所が指定都市・中核市に所在する場合には、各法律の規定に基づき、

当該指定都市・中核市が権限を行使することとなる。 

○ なお、指定都市・中核市が権限を行使した事案等については、障害者虐待

防止法上は事案の公表は都道府県が行うこととされているため、都道府県が

指定都市・中核市からの報告を含め、各都道府県管内の事案をまとめて公表

することが必要となる。 

【使用者による障害者虐待】 

（都道府県労働局の対応） 

問 18 都道府県から都道府県労働局に使用者による障害者虐待の報告が行われ

た場合、都道府県労働局はどのような対応を行うのか。 

（答） 

○ 都道府県から都道府県労働局に報告が行われた場合、労働基準法、障害者

雇用促進法、男女雇用機会均等法など、所管する法令に違反する障害者虐待

が行われているおそれがあれば、都道府県労働局総務部企画室において対応
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部署を決定し、都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所の職員が

事業所に出向くなどして、法令違反が認められれば、その是正を指導等する

こととなる。 

○ また、対応終了後には、都道府県に対して情報提供が行われる。

（都道府県から労働局への報告） 

問 19 都道府県が使用者による障害者虐待の通報等を受けた場合には、市町村

から都道府県への通知と同様に、「使用者による障害者虐待ではないと明確

に判断される事案を除いたもの」を全て都道府県労働局へ報告するのか。 

（答） 

○ お見込みのとおりである。

○ なお、使用者による障害者虐待に該当するか疑義が生じた場合には、適宜

都道府県労働局に照会等されたい。

【その他】 

（市町村による対応） 

問 20 住み込みで働いている障害者が、障害者虐待を受け一時保護が必要とさ

れた場合の居室の確保は市町村の役割になるのか。 

（答） 

○ 住み込みで働いている障害者が、例えば使用者による障害者虐待を受けて

おり生活支援が必要な場合には、都道府県労働局が担当するのは法令違反に

対する是正指導等であり、虐待を受けた障害者の一時保護等が必要となるの

であれば、市町村において関係機関とも連携して迅速な対応を行う必要があ

る。 
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（通報等を受けた場合の措置） 

問 21 障害者虐待防止法第 19 条では、障害者福祉施設従事者等による障害者虐

待に係る権限行使の規定があるが、学校や保育所等、医療機関における虐

待に係る通報があった際には、どのような取扱いになるのか。 

（答） 

○ 学校や保育所等、医療機関における障害者虐待に係る通報があった場合に

ついては、学校教育法や児童福祉法、精神保健福祉法等、各々に対応した法

令により権限が行使されることになる。 

○ 市町村においては、これらの通報を受けた場合を想定し、通報を引き継ぐ

機関を事前に確認し連携を図られたい。 

（都道府県研修） 

問 22 都道府県が障害福祉サービス事業所等の従事者や管理者、市町村等の相

談窓口職員に対して行う「障害者虐待防止・権利擁護研修」のカリキュラ

ム等は、各都道府県において独自に定めてよいのか。

（答） 

○ 各都道府県において研修の実施方法や内容について定める際には、「障害者

虐待防止・権利擁護指導者養成研修（国研修）」の内容を参考として、都道府

県自立支援協議会等を活用するなどして検討を行っていただきたい。なお、

「障害者虐待防止対策支援事業」の補助を受けて実施する場合は、実施要綱

に沿って行う必要があるので留意されたい。 

【参照】 

●「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応」

（自治体向けマニュアル） 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shou 

gaishahukushi/gyakutaiboushi/dl/1001-1.pdf 

●「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」

（施設・事業所従事者向けマニュアル） 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shoug

aishahukushi/gyakutaiboushi/dl/1001-2.pdf 
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障害者の権利宣言（一部） 

１９７５年１２月９日 

１ 「障害者」という言葉は、先天的か否かにかかわらず、身体的又は精神的能力の不全

のために、通常の個人又は社会生活に必要なことを確保することが、自分自身では完全

に又は部分的にできない人のことを意味する。  

２ 障害者は、この宣言において掲げられるすべての権利を享受する。これらの権利は、

いかなる例外もなく、かつ、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上若しくはその他

の意見、国若しくは社会的身分、貧富、出生又は障害者自身若しくはその家族の置かれ

ている状況に基づく区別又は差別もなく、すべての障害者に認められる。  

３ 障害者は、その人間としての尊厳が尊重される生まれながらの権利を有している。障

害者は、その障害の原因、特質及び程度にかかわらず、同年齢の市民と同等の基本的権

利を有する。このことは、まず第一に、可能な限り通常のかつ十分満たされた相当の生

活を送ることができる権利を意味する。  

４ 障害者は、他の人々と同等の市民権及び政治的権利を有する。知的障害者の権利宣言

の第７条は、精神薄弱者のこのような諸権利のいかなる制限又は排除にも適用される。 

５ 障害者は、可能な限り自立させるよう構成された施策を受ける資格がある。 

６ 障害者は、補装具を含む医学的、心理学的及び機能的治療、並びに医学的・社会的リ

ハビリテーション、教育、職業教育、訓練リハビリテーション、介助、カウンセリング、

職業あっ旋及びその他障害者の能力と技能を最大限に開発でき、社会統合又は再統合す

る過程を促進するようなサービスを受ける権利を有する。  

７ 障害者は、経済的社会的保障を受け、相当の生活水準を保つ権利を有する。障害者は、

その能力に従い、保障を受け、雇用され、または有益で生産的かつ報酬を受ける職業に

従事し、労働組合に参加する権利を有する。  

８ 障害者は、経済社会計画のすべての段階において、その特別のニーズが考慮される資

格を有する。  

９ 障害者は、その家族又は養親とともに生活し、すべての社会的活動、創造的活動又は

レクリェーション活動に参加する権利を有する。障害者は、その居所に関する限り、そ

の状態のため必要であるか又はその状態に由来して改善するため必要である場合以外、

差別的な扱いをまぬがれる。もし、障害者が専門施設に入所することが絶対に必要であ
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っても、そこでの環境及び生活条件は、同年齢の人の通常の生活に可能な限り似通った

ものであるべきである。  

１０ 障害者は、差別的、侮辱的又は下劣な性質をもつ、あらゆる搾取、あらゆる規則そ

してあらゆる取り扱いから保護されるものとする。 

１１ 障害者は、その人格及び財産の保護のために適格なる法的援助が必要な場合には、

それらを受け得るようにされなければならない。もし、障害者に対して訴訟が起こされ

た場合には、その適用される法的手続きは、彼らの身体的精神的状態が十分に考慮され

るべきである。  

１２ 障害者団体は、障害者の権利に関するすべての事項について有効に協議を受けるも

のとする。 

１３ 障害者、その家族及び地域社会は、この宣言に含まれる権利について、あらゆる適

切な手段により十分に知らされるべきである。 
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社会福祉法  
 
(福祉サービスの基本的理念) 
第三条 福祉サービスは，個人の尊厳の保持を旨とし，その内容は，福祉サービスの利用 
 者が心身ともに健やかに育成され，又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営む 
 ことができるように支援するものとして，良質かつ適切なものでなければならない。 
 (地域福祉の推進) 
第四条 地域住民，社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を 
 行う者は，相互に協力し，福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一 
 員として日常生活を営み，社会，経済，文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会 
 が与えられるように，地域福祉の推進に努めなければならない。 
 (福祉サービスの提供の原則) 
第五条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は，その提供する多様な福祉サービスに 
 ついて，利用者の意向を十分に尊重し，かつ，保健医療サービスその他の関連するサー 
 ビスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ，これを総合的に提供することが 
 できるようにその事業の実施に努めなければならない。 
 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 
 
(基本理念) 
第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は，全ての国民 
 が，障害の有無にかかわらず，等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として 
 尊重されるものであるとの理念にのっとり，全ての国民が，障害の有無によって分け隔 
 てられることなく，相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するた 
 め，全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は 
 社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及 
 びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され，地域社会において他の人々 
 と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会 
 生活を営む上で障壁となるような社会における事物，制度，慣行，観念その他一切のも 
 のの除去に資することを旨として，総合的かつ計画的に行わなければならない。 
 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施

設等の人員，設備及び運営に関する基準 
 
(指定障害者支援施設等の一般原則) 
第三条 指定障害者支援施設等は，利用者の意向，適性，障害の特性その他の事情を踏ま 
 えた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し，これに基づき利用者に対して施設 
 障害福祉サービスを提供するとともに，その効果について継続的な評価を実施すること  
 その他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービ 
 スを提供しなければならない。 
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２ 指定障害者支援施設等は，利用者の意思及び人格を尊重して，常に当該利用者の立場

 に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

３ 指定障害者支援施設等は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置

する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施する等の措置

 を講ずるよう努めなければならない。

(心身の状況等の把握) 
第十四条 指定障害者支援施設等は，施設障害福祉サービスの提供に当たっては，利用者

の心身の状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用

状況等の把握に努めなければならない。

(施設障害福祉サービスの取扱方針) 
第二十二条 指定障害者支援施設等は，次条第一項に規定する施設障害福祉サービス計画

に基づき，利用者の心身の状況等に応じて，その者の支援を適切に行うとともに，施設

障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならな

い。

２ 指定障害者支援施設等の従業者は，施設障害福祉サービスの提供に当たっては，懇切

丁寧を旨とし，利用者又はその家族に対し，支援上必要な事項について，理解しやすい

 ように説明を行わなければならない。

３ 指定障害者支援施設等は，その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い，常

 にその改善を図らなければならない。

(施設障害福祉サービス計画の作成等) 
第二十三条 指定障害者支援施設等の管理者は，サービス管理責任者に施設障害福祉サー

ビスに係る個別支援計画(以下「施設障害福祉サービス計画」という。)の作成に関する 
 業務を担当させるものとする。

２ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては，適切な方法

により，利用者について，その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通

じて利用者の希望する生活及び課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い， 
利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の

検討をしなければならない。

３ アセスメントに当たっては，利用者に面接して行わなければならない。この場合にお

いて，サービス管理責任者は，面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し，理解を得な

 ければならない。

４ サービス管理責任者は，アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき，利用者及び

その家族の生活に対する意向，総合的な支援の方針，生活全般の質を向上させるための

課題，施設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期，施設障害福祉サービスを提

供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しなければ

ならない。この場合において，当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サー

ビス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて施設障害福

祉サービス計画の原案に位置付けるように努めなければならない。

５ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議(利用者に対す 
る施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。)を開 
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催し，前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めるも

 のとする。

６ サービス管理責任者は，第四項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容に

ついて利用者又はその家族に対して説明し，文書により利用者の同意を得なければなら

ない。

７ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画を作成した際には，当該施設障害

 福祉サービス計画を利用者に交付しなければならない。

８ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成後，施設障害福祉サービス

計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタ

リング」という。)を行うとともに，少なくとも六月に一回以上(自立訓練(機能訓練)，自

立訓練(生活訓練)又は就労移行支援を提供する場合にあっては，少なくとも三月に一回

以上)，施設障害福祉サービス計画の見直しを行い，必要に応じて，施設障害福祉サー

ビス計画の変更を行うものとする。

９ サービス管理責任者は，モニタリングに当たっては，利用者及びその家族等との連絡

を継続的に行うこととし，特段の事情のない限り，次に定めるところにより行わなけれ

ばならない。

一 定期的に利用者に面接すること。

二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

１０ 第二項から第七項までの規定は，第八項に規定する施設障害福祉サービス計画の変

更について準用する。

(サービス管理責任者の責務)
第二十四条 サービス管理責任者は，前条に規定する業務のほか，次に掲げる業務を行う

ものとする。

一 利用申込者の利用に際し，その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照 

  会等により，その者の心身の状況，当該指定障害者支援施設等以外における指定障害

  福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

二 利用者の心身の状況，その置かれている環境等に照らし，利用者が自立した日常生 

  活を営むことができるよう定期的に検討するとともに，自立した日常生活を営むこと

  ができると認められる利用者に対し，必要な援助を行うこと。

 三 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(相談等) 
第二十五条 指定障害者支援施設等は，常に利用者の心身の状況，その置かれている環境

等の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，その相談に適切に応じるととも

 に，必要な助言その他の援助を行わなければならない。

２ 指定障害者支援施設等は，利用者が，当該指定障害者支援施設等以外において生活介

護，自立訓練(機能訓練)，自立訓練(生活訓練)，就労移行支援，就労継続支援 A 型(規則 
第六条の十第一号に規定する就労継続支援 A 型をいう。以下同じ。)又は就労継続支援 
B 型の利用を希望する場合には，他の指定障害福祉サービス事業者等との利用調整等必 
要な支援を実施しなければならない。

(介護) 
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第二十六条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう，適切な技術をもって行われなければならない。

２ 指定障害者支援施設等は，施設入所支援の提供に当たっては，適切な方法により，利

用者を入浴させ，又は清しきしなければならない。

３ 指定障害者支援施設等は，生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては，利用者の

心身の状況に応じ，適切な方法により，排せつの自立について必要な援助を行わなけれ

ばならない。

４ 指定障害者支援施設等は，生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては，おむつを

使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

５ 指定障害者支援施設等は，生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては，利用者に

対し，離床，着替え，整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければ

ならない。

６ 指定障害者支援施設等は，常時一人以上の従業者を介護に従事させなければならな

い。

７ 指定障害者支援施設等は，その利用者に対して，利用者の負担により，当該指定障害

 者支援施設等の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(訓練) 
第二十七条 指定障害者支援施設等は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援

 と日常生活の充実に資するよう，適切な技術をもって訓練を行わなければならない。

２ 指定障害者支援施設等は，自立訓練(機能訓練)，自立訓練(生活訓練)，就労移行支援 
又は就労継続支援 B 型の提供に当たっては，利用者に対し，自立した日常生活又は社 
会生活を営むことができるよう，利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなけれ

ばならない。

３ 指定障害者支援施設等は，常時一人以上の従業者を訓練に従事させなければならな

 い。

４ 指定障害者支援施設等は，その利用者に対して，利用者の負担により，当該指定障害

 者支援施設等の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。

(身体拘束等の禁止) 
第四十八条 指定障害者支援施設等は，施設障害福祉サービスの提供に当たっては，利用

者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的

拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはなら 
ない。

２ 指定障害者支援施設等は，やむを得ず身体拘束等を行う場合には，その態様及び時

間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録

 しなければならない。

(秘密保持等) 
第四十九条 指定障害者支援施設等の従業者及び管理者は，正当な理由がなく，その業務

上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

２ 指定障害者支援施設等は，従業者及び管理者であった者が，正当な理由がなく，その

 業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じ
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 なければならない。

３ 指定障害者支援施設等は，他の指定障害福祉サービス事業者等に対して，利用者又は

その家族に関する情報を提供する際は，あらかじめ文書により当該利用者又はその家族

の同意を得ておかなければならない。
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虐待対応時のできごと 

被害者に対して，「他の利用者は暴力をふるうが，○○様はそうでなく紐をふりまわし

ているだけでおとなしいので“とてもかわいい”と思っていました。それを証拠に自費で

服を買ってあげていたこともあるぐらいです。」，「これだけ可愛がっているのだから，

暴力など振るうはずがない。」と話していた。 

過去に，「ペットのようにかわいいと思っていた。」と言って虐待していた福祉施設職

員がいた。 

また，「犬猫と同じだから食べ物を見せると寄ってくるんだ。」と言って笑っていたベ

テラン福祉施設職員もいた。

虐待が起きている施設に共通する問題は，利用者一人ひとりが職員から大切にされてい

ないし，職員一人ひとりも，同僚や管理者から大切にされていないということが分かった。 
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高齢者・障がい者虐待対応アセスメントシート 

年 月 日 平成  年  月  日

被 害 者 歳 男 ・ 女

加 害 者 関係：

場 所

虐 待 の 種 類 身体的 ・ 放棄 ・ 心理的 ・ 性的 ・ 経済的 ・ 消費

虐 待 の 具 体 的 状 況

虐 待 の 原 因

本 人 の 意 向

今後の危険性・緊急性

対 応 の 方 針 ・ 目 標

在宅高齢者虐待対応
専門職チームに依頼
し た い 内 容 と 理 由

担 当 者 所属   職名   氏名

連 絡 先

電話 FAX 

E メール 

※ このシートに事案を整理して記入した上でＦＡＸし，こちらからの連絡を待ってください。

※ 緊急性の高い場合は直接電話下さい。その他は遅くとも翌日には連絡します。（土日祝日を除く）

受付窓口：宮城県社会福祉士会

平日１０時～１５時 ＦＡＸ ０２２－３９３－６２９６ （緊急ＴＥＬ ０２２－２３３－０２９６） 

仙台弁護士会・宮城県社会福祉士会 「高齢者・障がい者虐待対応専門職チーム」 
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高齢者虐待対応アセスメントシート 記入要領 

 高齢者・障がい者『虐待の防止，養護者に対する支援等に関する法律』を読み，理解した上で整理記

入すること。

 また，私たちは“被害者の保護と生活支援”を最優先するのが責務です。“正義の味方”になって，

加害者を懲らしめることが役割ではありません。

① 年月日

本シートを作成した年月日を書く。

② 被害者

虐待被害者の氏名，年齢，性別を書く。

③ 加害者

虐待の加害者すべての名と関係を書く。

④ 場所

自宅，施設，通所先等，虐待が行われて

いる場所を書く。

⑤ 虐待の種類

該当する虐待の種類すべてに○をつける。

⑥ 虐待の具体的状況

確認した虐待の具体的状況を書くこと。いつからのことか，程度，頻度，本人に与えている状況等

を書く。

⑦ 虐待の原因

介護疲れ，相性，障害，無知，恨み等の理由を書く。経済的，消費被害は記載不要。

⑧ 本人の意向

被害者が助けを求めているか，困っているか，悩んでいるか等を書く。認知症等により，意向が確

認できなければその状況を書く。

⑨ 今後の危険性・緊急性

予測される危険性，被害拡大の恐れ，緊急性と，その判断した理由を書く。

⑩ 対応の方針・目標

危険性や被害拡大の可能性に対して，どのように解決しようとしているのか，その具体的な対応方

法，時期を書く。

  また，介入後に被害者がどうなってほしいのか，目標（期待される効果）を書く。

⑪ 在宅高齢者虐待対応専門職チームに依頼する理由

対応の適正性の確認，介入の方法のアドバイス，保護の後の対処法，会議への出席，同行訪問等， 
対応チームに依頼したい内容とその理由を書く。

⑫ 担当者

本シートを作成した人の所属，職名，氏名を書く。

⑬ 連絡先

確実に連絡がとれる連絡先を書く。

2007.11.20.（2013.10変更） 

《緊急性の判断》 
 緊急性があると判断した場合は， 直ちに保護を行う必要

があります。 

 生命の危険性，医療の必要性，加害者との分離の必要性，

虐待の程度と高齢者の健康状態，介護者の心身の状態等から

総合的に判断します。 

① 本人が保護救済を強く求めている。

② 生命に危険な状態。（重度の火傷や外傷・褥そう，栄

養失調，衰弱，脱水症状，肺炎等）→ 医師に判断を依

頼することが有効

③ 生命に危険な行為が行われている。（頭部打撃，顔面

打撃，首締め・揺さぶり，戸外放置，溺れさせる等）

④ 確認できないが，上記に該当する可能性が高い。
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